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別  紙  

亀 山 市 病 院 事 業 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 制 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



亀 山 市 条 例 第   号  

 

   亀 山 市 病 院 事 業 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ３ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 病 院 事 業

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

 （ 給 与 の 種 類 ）  

第 ２ 条  病 院 事 業 企 業 職 員 で 常 時 勤 務 を 要 す る も の 及 び 地 方 公 務 員

法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 の

種 類 は 、 給 料 及 び 手 当 と す る 。  

２  給 料 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 に よ る 勤 務 に 対 す る 報 酬 で あ っ て 、 手

当 を 除 い た も の と す る 。  

３  手 当 の 種 類 は 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 通 勤 手 当 、 住 居 手 当 、 管

理 職 手 当 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日 勤 務 手

当 、 夜 間 勤 務 手 当 、 宿 日 直 手 当 、 期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 、 特 殊 勤 務

手 当 及 び 退 職 手 当 と す る 。  

（ 給 料 表 ）  

第 ３ 条  給 料 に つ い て は 、 職 員 の 職 務 の 種 類 に 応 じ 、 必 要 な 種 類 の

給 料 表 を 設 け る も の と す る 。  

２  給 料 表 の 給 料 額 は 、 職 務 の 級 及 び 当 該 職 務 の 級 ご と の 号 給 を 設

け て 定 め る も の と す る 。  

３  給 料 表 の 種 類 、 給 料 表 に 定 め る 職 務 の 級 及 び 号 給 の 数 並 び に 各

職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 額 及 び 号 給 間 の 給 料 額 の 差 額

は 、 法 第 ３ ８ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 の 趣 旨 に 従 っ て 定 め な け

れ ば な ら な い 。  

 （ 扶 養 手 当 ）  



第 ４ 条  扶 養 手 当 は 、 扶 養 親 族 の あ る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 扶 養 親 族 と は 、 次 に 掲 げ る 者 で 他 に 生 計 の み ち が な く 、

主 と し て そ の 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る も の を い う 。  

（ １ ） 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に

あ る 者 を 含 む 。 ）  

（ ２ ） 満 ２ ２ 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に

あ る 子 及 び 孫  

（ ３ ） 満 ６ ０ 歳 以 上 の 父 母 及 び 祖 父 母  

（ ４ ） 満 ２ ２ 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に

あ る 弟 妹  

（ ５ ）

 （ 地 域 手 当 ）  

重 度 心 身 障 害 者  

第 ５ 条  地 域 手 当 は 、 当 該 地 域 に お け る 民 間 の 賃 金 水 準 を 基 礎 と し 、

当 該 地 域 に お け る 物 価 等 を 考 慮 し て 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。  

（ 通 勤 手 当 ）  

第 ６ 条  通 勤 手 当 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。  

（ １ ） 通 勤 の た め 交 通 機 関 又 は 有 料 の 道 路 （ 以 下 「 交 通 機 関 等 」 と

い う 。 ） を 利 用 し て 、 そ の 運 賃 又 は 料 金 （ 以 下 「 運 賃 等 」 と

い う 。 ） を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 （ 交 通 機 関 等 を 利

用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職

員 で あ っ て 、 交 通 機 関 等 を 利 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る

も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る

も の 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  

（ ２ ） 通 勤 の た め 自 動 車 そ の 他 の 交 通 の 用 具 で 病 院 事 業 管 理 者 （ 以

下 「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 定 め る も の （ 以 下 「 自 動 車 等 」 と

い う 。 ） を 使 用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 （ 自 動 車 等 を 使 用

し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員

で あ っ て 、 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も の

と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る も の

及 び 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  



（ ３ ） 通 勤 の た め 交 通 機 関 等 を 利 用 し て そ の 運 賃 等 を 負 担 し 、 か つ 、

自 動 車 等 を 使 用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 （ 交 通 機 関 等 を 利

用 し 、 又 は 自 動 車 等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く

困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ っ て 、 交 通 機 関 等 を 利 用 せ ず 、

か つ 、 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も の と し

た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る も の を 除

く 。 ）  

（ 住 居 手 当 ）  

第 ７ 条  住 居 手 当 は 、 自 ら 居 住 す る た め 住 宅 （ 貸 間 を 含 む 。 ） を 借

り 受 け 、 家 賃 （ 使 用 料 を 含 む 。 ） を 支 払 っ て い る 職 員 （ 管 理 者 が

指 定 す る 者 を 除 く 。 ） に 対 し て 支 給 す る 。  

（ 管 理 職 手 当 ）  

第 ８ 条  管 理 職 手 当 は 、 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 の 職 の う ち 、

そ の 特 殊 性 に 基 づ き 管 理 者 が 指 定 す る も の に 対 し て 支 給 す る 。  

２  第 １ ０ 条 、 第 １ １ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ２ 条 の 規 定 は 、 前 項 に 規 定

す る 職 員 に は 適 用 し な い 。  

（ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ）  

第 ９ 条  管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 管 理 職

手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 が 、 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 そ の 他 の 公 務 の

運 営 の 必 要 に よ り 、 週 休 日 （ 勤 務 時 間 を 割 り 振 ら な い 日 を い う 。 ）

又 は 休 日 等 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８

号 ） に 規 定 す る 休 日 （ 以 下 「 祝 日 法 に よ る 休 日 」 と い う 。 ） 及 び

年 末 年 始 の 休 日 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で の 日 を い

い 、 祝 日 法 に よ る 休 日 を 除 く 。 ） を い い 、 代 休 日 を 指 定 さ れ て 、

当 該 休 日 に 割 り 振 ら れ た 勤 務 時 間 の 全 部 を 勤 務 し た 職 員 に あ っ て

は 、 当 該 休 日 に 代 わ る 代 休 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 勤 務

し た 場 合 に 支 給 す る 。  

 （ 時 間 外 勤 務 手 当 ）  

第 １ ０ 条  時 間 外 勤 務 手 当 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ

と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に 対 し て 、 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 し た



全 時 間 に つ い て 支 給 す る 。  

（ 休 日 勤 務 手 当 ）  

第 １ １ 条  職 員 に は 、 正 規 の 勤 務 日 が 休 日 等 に 当 た っ て も 、 正

規 の 給 与 を 支 給 す る 。  

２  休 日 勤 務 手 当 は 、

 （ 夜 間 勤 務 手 当 ）  

休 日 等 に お い て 、 正 規 の 勤 務 時 間 中 に 勤

務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に 対 し て 、 正 規 の 勤 務 時 間

中 に 勤 務 し た 全 時 間 に つ い て 支 給 す る 。  

第 １ ２ 条  夜 間 勤 務 手 当 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 と し て 午 後 １ ０ 時 か ら

翌 日 の 午 前 ５ 時 ま で の 間 に 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員 に 対 し

て 、 そ の 間 に 勤 務 し た 全 時 間 に つ い て 支 給 す る 。  

（ 宿 日 直 手 当 ）  

第 １ ３ 条  宿 日 直 手 当 は 、 宿 日 直 勤 務 を 命 ぜ ら れ た 職 員 に 対 し て 、

当 該 勤 務 に つ い て 支 給 す る 。  

２  前 項 の 勤 務 は 、 第 １ ０ 条 、 第 １ １ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ２ 条 の 勤 務

に は 含 ま れ な い も の と す る 。  

（ 期 末 手 当 ）  

第 １ ４ 条  期 末 手 当 は 、 ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 （ 以 下 こ の 条

（ 勤 勉 手 当 ）  

に お い て こ れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に そ れ ぞ れ 在 職

す る 職 員 に 対 し て 支 給 す る 。 こ れ ら の 基 準 日 前 １ 箇 月 以 内 に 退 職

し 、 若 し く は 地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条 第 １ 号 に 該 当 し て 同 法 第 ２ ８

条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 で 管 理 者 が 定 め

る も の に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

第 １ ５ 条  勤 勉 手 当 は 、 ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 （ 以 下 こ の 条

に お い て こ れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に そ れ ぞ れ 在 職

す る 職 員 に 対 し て 、 そ の 者 の 勤 務 成 績 に 応 じ て 支 給 す る 。 こ れ ら

の 基 準 日 前 １ 箇 月 以 内 に 退 職 し 、 若 し く は 地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条

第 １ 号 に 該 当 し て 同 法 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 失 職 し 、 又 は

死 亡 し た 職 員 で 管 理 者 が 定 め る も の に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00001010.html#e000000211�
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（ 特 殊 勤 務 手 当 ）  

第 １ ６ 条  特 殊 勤 務 手 当 は 、 著 し く 危 険 、 不 快 、 不 健 康 又 は 困 難 な

勤 務 そ の 他 の 著 し く 特 殊 な 勤 務 で 、 給 与 上 特 別 の 考 慮 を 必 要 と し 、

か つ 、 そ の 特 殊 性 を 給 料 で 考 慮 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ

る も の に 従 事 す る 職 員 に 対 し て 、 そ の 勤 務 の 特 殊 性 に 応 じ て 支 給

す る 。  

（ 退 職 手 当 ）  

第 １ ７ 条  職 員 が 勤 続 期 間 ６ 月 以 上 で 退 職 し た 場 合 又 は 勤 続 期 間 ６

月 未 満 で 退 職 し た 場 合 で 次 に 掲 げ る 事 由 に よ る と き は 、 退 職 手 当

を 支 給 す る 。  

（ １ ） 職 制 若 し く は 定 数 の 改 廃 又 は 予 算 の 減 少 に よ り 廃 職 又 は 過 員

を 生 じ た 場 合  

（ ２ ） 傷 病 に よ り そ の 職 に 堪 え な い 場 合  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る 事 由 以 外 の 本 人 の 意 に 反 す る 事 由 の 場 合  

（ ４ ） 在 職 中 に 死 亡 し た 場 合  

２  退 職 を し た 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 管 理

者 は 、 当 該 退 職 を し た 者 に 対 し て 、 当 該 退 職 に 係 る 退 職 手 当 の 全

部 又 は 一 部 を 支 給 し な い こ と と す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 地 方 公 務 員 法 第 ２ ９ 条 の 規 定 に よ り 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け た  

 者  

（ ２ ） 地 方 公 務 員 法 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 失 職 （ 同 法 第 １ ６

条 第 １ 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） を し た 者  

（ ３ ） 地 方 公 営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第

２ ８ ９ 号 ） 第 １ １ 条 の 規 定 に 該 当 し 、 退 職 さ せ ら れ た 者  

３  在 職 期 間 中 に 地 方 公 務 員 法 第 ２ ９ 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 免 職 の 処

分 を 受 け る べ き 行 為 を し た と 認 め ら れ る 者 に 係 る 退 職 手 当 に つ い

て は 、 管 理 者 が 定 め る 手 続 を 経 て 、 支 払 わ れ る 前 に あ っ て は そ の

支 給 を 制 限 し 、 支 払 わ れ た 後 に あ っ て は 返 納 さ せ 、 又 は 納 付 さ せ

る こ と が で き る 。  

４  労 働 基 準 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 第 ２ ０ 条 及 び 第 ２ １ 条



の 規 定 に よ り 解 雇 予 告 手 当 を 支 払 う 場 合 に お い て は 、 こ れ に 相 当

す る 額 を 減 額 し て 退 職 手 当 を 支 給 す る も の と す る 。  

５  勤 続 期 間 １ ２ 月 以 上 （ 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １

６ 号 ） 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 受 給 資 格 者 に 相 当

す る 者 と し て 管 理 者 が 定 め る も の に あ っ て は 、 ６ 月 以 上 ）

で 退 職 し た 職 員 （ 次 項 又 は 第 ７ 項 の 規 定 に 該 当

す る 者 を 除 く 。 ） が 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 の

期 間 （ 管 理 者 が 指 定 す る 者 に つ い て は 、 管 理 者 が 指 定 す

る 期 間 ） 内 に 失 業 し て い る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が 同 法

に 規 定 す る 基 本 手 当 の 額 に 達 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け

て い な い と き は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 金 額 を 同 法 の 規 定

に よ る 基 本 手 当 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、 退 職 手 当 と し て 支

給 す る 。  

６  勤 続 期 間 ６ 月 以 上 で 退 職 し た 職 員 （ 次 項 の 規 定 に 該 当

す る 者 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ の 者 を 雇 用 保 険 法 第 ４ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 と 、 そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し

て い た 当 該 病 院 事 業 を 同 法 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 適 用

事 業 と み な し た な ら ば 同 法 第 ３ ７ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 に 該 当 す る も の が 退 職 の 日 後 失 業

し て い る 場 合 に お い て 、 そ の 者 が 同 法 に 規 定 す る 高 年 齢

求 職 者 給 付 金 の 額 に 達 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け て い な

い と き は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 金 額 を 同 法 の 規 定 に よ る

高 年 齢 求 職 者 給 付 金 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、 退 職 手 当 と し

て 支 給 す る 。  

７  勤 続 期 間 ６ 月 以 上 で 退 職 し た 職 員 で あ っ て 、 雇 用 保 険 法 第

４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 と み な し た な ら ば 同 法 第

３ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 短 期 雇 用 特 例 被 保 険 者 に 該 当 す

る も の が 退 職 の 日 後 失 業 し て い る 場 合 に お い て 、 そ の 者

が 同 法 に 規 定 す る 特 例 一 時 金 の 額 に 達 す る 退 職 手 当 の 支

給 を 受 け て い な い と き は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 金 額 を 同
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法 の 規 定 に よ る 特 例 一 時 金 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、 退 職 手

当 と し て 支 給 す る 。  

８  前 ３ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 ５ 項 又 は 前 項

の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 で

管 理 者 が 指 定 す る も の に 対 し て は 、 雇 用 保 険 法 に 規 定 す

る 技 能 習 得 手 当 、 寄 宿 手 当 、 傷 病 手 当 、 就 業 促 進 手 当 、

移 転 費 又 は 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 金 額 を 同 法 の 規 定

に よ る 当 該 給 付 の 支 給 の 条 件 に 従 い 、 退 職 手 当 と し て 支

給 す る 。  

（ 職 員 の 給 与 の 基 準 ）  

第 １ ８ 条  職 員 の 給 与 の 額 は 、 法 第 ３ ８ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の

規 定 の 趣 旨 並 び に 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山

市 条 例 第 ４ ３ 号 ） に

（ 給 与 の 減 額 ）  

規 定 す る 職 員 の 給 与 の 額 を 考 慮 し て

定 め る も の と す る 。  

第 １ ９ 条  職 員 が 勤 務 し な い と き は 、 休 日 等 で あ る 場 合 、 休 暇 に よ

る 場 合 そ の 他 そ の 勤 務 し な い こ と に つ き 特 に 承 認 が あ っ た 場 合

（ 労 働 組 合 の 業 務 又 は 活 動 に 従 事 す る た め 組 合 休 暇 と し て 承 認 を

受 け た 場 合 を 除 く 。 ） を 除 き 、 そ の 勤 務 し な い １ 時 間 に つ き 、 勤

務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額 を 減 額 し て 給 与 を 支 給 す る 。  

２  職 員 が 部 分 休 業 （ 当 該 職 員 が そ の 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま

で の 子 を 養 育 す る た め １ 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 （ ２ 時 間 を 超 え な い

範 囲 内 の 時 間 に 限 る 。 ） を 勤 務 し な い こ と を い う 。 ） 又 は 介 護 休

暇 （ 当 該 職 員 が 配 偶 者 、 父 母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 そ の 他 管 理 者 が

指 定 す る 者 で 負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ り 管 理 者 が 指 定 す る 期 間 に

わ た り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る も の の 介 護 を す る た め 、 勤

務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 休 暇 を い

う 。 ） の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 そ の 勤 務 し な い １ 時 間 に つ き 、 勤 務 １ 時 間 当 た り の 給 与 額

を 減 額 し て 給 与 を 支 給 す る 。  
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（ 休 職 者 の 給 与 ）  

第 ２ ０ 条  職 員 が 休 職 に さ れ た と き は 、 管 理 者 が 定 め る と こ ろ に よ

り 給 与 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

（ 専 従 休 職 者 の 給 与 ）  

第 ２ １ 条  地 方 公 営 企 業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 第 １ 項 た

だ し 書 の 許 可 を 受 け た 職 員 に は 、 そ の 許 可 が 効 力 を 有 す る 間 は 、

い か な る 給 与 も 支 給 し な い 。  

（ 育 児 休 業 の 承 認 を 受 け た 職 員 の 給 与 ）  

第 ２ ２ 条  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第

１ １ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 承 認 を 受 け た 職 員 に は 、 育 児 休 業 を し

て い る 期 間 に つ い て は 、 給 与 を 支 給 し な い 。 た だ し 、 管 理 者 が 定

め る 期 間 内 に お い て 勤 務 し た 期 間 が あ る 職 員 に 対 し て は 、 期 末 手

当 及 び 勤 勉 手 当 を そ れ ぞ れ 支 給 す る こ と が で き る 。  

（ 非 常 勤 職 員 等 の 給 与 ）  

第 ２ ３ 条  非 常 勤 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 ） 及 び 臨 時 的 に 任 用 さ れ

た 職 員 の 給 与 は 、 職 員 の 給 与 と の 権 衡 を 考 慮 し 、 予 算 の 範 囲 内 で

給 与 を 支 給 す る 。  

（ 再 任 用 職 員 等 に つ い て の 適 用 除 外 ）  

第 ２ ４ 条  第 ４ 条 、 第 ７ 条 及 び 第 １ ７ 条 の 規 定 は 、 地 方 公 務 員 法 第

２ ８ 条 の ４ 第 １ 項 、 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １ 項

若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に は 適 用 し な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ２ ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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